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頁 段・行 誤 正

目次33 10 戸口・耕地と道路
4 4 4  

戸口・耕地

６ 16 明治二十三年(一八九○)五月二
4

十七日 明治二十三年(一八九○)五月十七日

10 11 （法律・第三七
4

号） （法律・第三号）

13 15 高島靹
4

之助 高島鞆
4

之助

33 ４ 公布、同日
4 4 4 4 4

施行となった 施行となった

61 〔表－４〕 松島牒平 | 39. 7. 2
4 

松島牒平 | 39. 7. 4
4 

138 ７ 石神庄之助
4  

石神庄之輔
4  

253 10 「陸軍常備団隊◦
4

表」 「陸軍常備団隊配備
4 4

表」

253 13 札幌、◦
4

他はすべて 札幌、要塞砲兵大隊は函館、
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

他はすべて

〃 14 「陸軍常備団隊◦
4

表」 「陸軍常備団隊配備
4 4

表」

270 16 明治三十二年八月◦
4

一日 明治三十二年八月十
4

一日

286 11 四月十六
4

日 四月十五
4

日

290 下段５ 原　剛・安岡昭雄
4

編 原　剛・安岡昭男
4

編

341 ５ 三月十三
4

日 三月十二
4

日

342 ３ 二十三
4

日 二十九
4

日

369 ６ 四十年四
4

月一
4

日 四十年九
4

月十六
4 4

日

405 16 井内勧
4

二
 　　　〔ママ

4 4

〕

井内勧二

426 ９ 六条通一一
4

丁目 六条通一○
4

丁目

457 10 分科
4

する 分化
4

する

471 下段16 生島只吉
4 4 4 4  

吉田民鉄
4 4 4 4  

488 13 関スル規約
4  

関スル規則
4  

〃 14 この規約
4

では、 この規則
4

では、

〃 17 この規約
4

に基づき、 この規則
4

に基づき、

501 ３ 上川郡
4

外二◦
4

農会事務所 上川外二郡
4

農会事務所

506 ４ 同◦
4

年六月十三日 同三十七
4 4 4

年六月十三日

〃 ７ 同四十年五
4

月 同四十年四
4

月

515 ２ 開館式が同◦
4

年 開館式が同四十二
4 4 4

年

517 上段９ 『旭川市史　第三巻』 （一九五八
4

） 『旭川市史　第三巻』 （一九五九
4

）

534 13 大正三年十◦
4

月二十五日 大正三年十二
4

月二十五日

540 ５ 明治三十四年八月十六
4

日 明治三十四年八月十一
4

日

549 上段３ 『旭川市史　第三巻』 （一九五八
4

） 『旭川市史　第三巻』 （一九五九
4

）

〃 下段３ 『開創百年之基
4

　金峰寺』 『開創百年之記
4

　金峰寺』

第３巻 通史３
正 　 　 誤 　 　 表
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頁 段・行 誤 正

568 ６～７ 大正五
4

年(一九一六
4

)
　 　 　〔四カ

4 4

〕　　　　　  　　〔五カ
4 4

〕

大正五年(一九一六)

617 〔表－21〕 明治41年3
4

月近文地区被害 明治41年4
4

月近文地区被害

640 ２ 設けない料理
4 4

店 設けない飲食
4 4

店

678 15 （清松
4 4

軒鶴雄、のち清松
4 4

庵鶴翁） （松清
4 4

軒鶴雄、のち松清
4 4

庵鶴翁）

688 〔表－47〕〔書名欄〕 北海◦
4

の隆運 北海道
4

の隆運

〃 〃 〔編著者欄〕 生島
4 4

　只吉
4 4  

吉田
4 4

　民鉄
4 4  

698 ３ 徳冨盧
4

花 徳冨蘆
4

花

770 ５ 本史次巻
4  

本史次節
4  

782 ２ 「智識末
4

開」 「智識未
4

開」

793 ９ 本町令
4

の決議 本町会
4

の決議

844 ５ 昭和九年三月
4 4  

昭和九年十一月一日
4 4 4 4 4  

865 １ 大正十◦
4

年四月十六日 大正十一
4

年四月十六日

866 下段６ 生島只吉
4 4 4 4  

吉田民鉄
4 4 4 4  

927 〔表－17〕〔農･牧場名欄〕 谷内
4

農場 谷口
4

農場

〃 〃 〔氏名欄〕 谷内
4

◦
4 

谷口伊八郎
4 4 4 4  

928 35 〔出典・備考欄〕 共有他
4

を購入 共有地
4

を購入

930 15 赤場
4  

赤羽
4  

935 下段８ 『上川支庁管内一班
4

』 『上川支庁管内一斑
4

』

945 13 新たに浄土真宗本願寺
4 4 4

派 新たに浄土真宗大谷
4 4

派

962 14 末武卯之助の岳
4

父 末武卯之助の父

965 ６ 同
4

校の分教場 下愛別尋常小学
4 4 4 4 4 4 4

校の分教場

1002 ９ 六条通一四
4

丁目 六条通一三
4

丁目

1030 11～12 しかしながら
4 4 4 4 4 4

～に至った。
4 4 4 4 4 

（削除）

1070 ４ 「整
4

備費」 「警
4

備費」

1091 12 法務
4 4

省は 司法
4 4

省は

1094 11 「北海道◦
4

議員選挙令」 「北海道会
4

議員選挙令」

1123 下段１ 原　剛・安岡昭雄
4

編 原　剛・安岡昭男
4

編

1142 ５ （二
4

条通八丁目右五号） （三
4

条通八丁目右五号）

1180 14 九月二十
4 4

日 九月十九
4 4

日

1221 ２ 大正三
4

年（一九一四
4

）四月
　 　 　〔四カ

4 4

〕　　　　 　 　　〔五カ
4 4

〕

大正三年（一九一四）四月

〃 ７ 了承され、同
4

年十 了承され、四
4

年十

〃 ８ 行なわれた◦
4

。
行なわれた(『旭川市史稿　下巻』､『北

4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4

海タイムス』大4・
4 4 4 4 4 4 4 44

1
・

1・9付)
44 4 4

。

1226 上段７ 『旭川市史　第三巻』 （一九五八
4

） 『旭川市史　第三巻』 （一九五九
4

）

2



8

頁 段・行 誤 正

1234 〔表－14〕『開創百年之基
4

　金峰寺』 『開創百年之記
4

　金峰寺』

1237 上段９ 『旭川市史　第三巻』 （一九五八
4

） 『旭川市史　第三巻』 （一九五九
4

）

〃 下段３ 『開創百年之基
4

　金峰寺』 『開創百年之記
4

　金峰寺』

1291 10 赤松
4

利作
　  〔坂カ

4 4

〕

赤阪
4

利作

1309 15 渋谷圧
4

玉
　　　  〔庄

4

カ
4

〕

渋谷圧玉

〃 〃 長尾欧
4

洲
　 　   〔鷗

4

カ
4

〕

長尾欧洲

1316 ９ 北海さきがけ
4 4 4 4

新聞 北海めざまし
4 4 4 4

新聞

1363 上段５ 赤松
4 4

　俊 丸木
4 4

　俊

1367 ４ 明治四十◦
4

年（一九〇七
4

） 明治四十一
4

年（一九〇八
4

）

1431 ３ 西第一
4 4 4

分教場 分教場

1435 14 大正三
4

年近文水利組合、
4 4 4 4 4 4 4

近文東土功組合 大正四
4

年近文東土功組合

1441 ９ 戸口・耕地と道路
4 4 4  

戸口・耕地

1450 ２ 東一二号電発
4 4

所 東一二号発電
4 4

所

1460 ４ 突硝
4

山南端 突哨
4

山南端

1461 上段12 津島
4 4

雄一 対馬
4 4

雄一

1491 19 明治41年3
4

月 明治41年4
4

月

1500 21 青豌豆輸出高等
4  

青豌豆輸出高

3




